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第２部：事例報告１【寝屋川市】

「補助金制度の見直しについて」

前川　　寛 氏　　
（寝屋川市経営企画部　企画政策室長）

１．寝屋川市の行財政改革の特徴
　本日は、大阪府内の市町村の行財政改革の事例ということで、当市でもいろ
いろ業務の見直しを行っておりますので、そこでの経過等を一事例としてご説
明させていただきます。
　寝屋川市におきましても、この 10 年間、ずっと行財政改革に取り組んでき
ております。現市長は、平成 11 年に行財政改革を大きな公約に掲げて就任さ
れました。平成５年当時、当市には 2,500 人の職員がおり、現馬場市長の就任
時には 2,282 人の職員がおりました。それがこの 20 年４月１日には 1,605 名を
超えないということで、職員の削減については一定の成果を出しています。
　寝屋川市の行革の特徴として、これも現市長の公約で、民間の経営計画を導
入しているということが挙げられます。いわゆる職員の意識改革が大きなテー
マです。民間の経営の経験者を全国公募して行政改革を担当する室長に迎え、
職員の意識改革やコスト意識の徹底に取り組んできた経緯があります。
　それとともに人事評価システムの開発に取り組み、360 度評価という寝屋川
方式の人事システムを取り入れて取り組んでおり、全国から大きな反響をいた
だいています。この方式に関しては、本日ご説明する補助金の見直しと同じく、
一から見直す取り組みをしてきたということです。本日はこの補助金制度見直
しの取り組みについて、少しご説明させていただきます。

２．補助金制度見直しの背景　（P.119、スライド４）
　補助金とは、地域の住民・団体に対して支援・補助、あるいはその運営を支
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援していくもので、地方自治法でも公益上その必要性があれば支出が認められ
ています。その中で、公益というのは不特定多数の公益で、その実現が目的で
あると定義されているわけですが、現実問題となりますと政策的な判断での補
助金の執行が行われており、裁量が及ぶ範囲が広くなっています。そういった
中で現実と定義が乖離して、いわゆる既得権化しているような点が多々見られ
てきたわけです。寝屋川市におきましても、ご多分に漏れずそういったところ
が多々見受けられるようになってまいりました。
　それに対しては庁内、庁外から厳しいご批判をいただいており、議会でも緊
急行財政改革特別委員会が設置され、この件についてのヒアリングを行う、あ
るいは先進市の視察に行かれて、二度にわたる提言をいただいたところです。
その中でも特に、平成 13 年に補助金制度の見直しをされた千葉県の我孫子市
の視察をされ、外部審査委員を設けて全面的な補助金の見直しをしろとの提言
がなされました。また同時期に設置された行政改革市民懇談会から、補助金に
ついての厳しいご意見をいただくということがありました。
　庁内でも補助金の見直しに手つかずということではなく、行革の実施計画の
中でも補助金の見直しという項目で取り組んでいたわけです。ただ、それは予
算編成に取り組む中で補助金を見直すという程度のものでした。もう１点、財
政の健全化という意味では、補助金を一律 10％カットするという方向での見
直しはやってきました。この補助金の一律カットというのは、一般的に言って
やりやすく、財政的な効果も非常に大きいものです。それと、やはり補助を受
ける方も一律のカットなら仕方がないなというところがあって、自分のところ
だけカットされるのは嫌だけれど、ほかのところもそうなら仕方がないなとい
う意味の理解は得られます。そういった形で見直しをしていたわけですが、議
会や市民からの批判がある中で、補助金の全面的な見直しを平成 14 年に明ら
かにしました。外部の審査会を設置して全面的に見直しを行うという趣旨で、
補助金の全面的見直しに着手したということです。

３．補助金検討委員会の提言（P.120、スライド５、６）
　見直しに当たっては、庁内組織では限界があるということで、全面的に外部
の委員に審査をお願いして、補助金検討委員会を平成 15 年２月に立ち上げま
した。５人の委員にお願いしたのですが、その構成は公認会計士、大学教授、
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ＮＰＯの関係者、そして行政経験者（寝屋川市以外のＯＢ）、それと経営コン
サルタントで、計５名で補助金の見直しに取り掛かりました。平成 15 年２月
に立ち上がりましてから２年ぐらいご検討いただき、その２年の間に３回の報
告をいただいています。まず平成 16 年１月には補助金制度の見直しについて
の中間報告ということで、総論的な概論という形で、補助金の見直しのあり方
も含めた今後の方向性を示していただきました。そして平成 16 年の 10 月の基
本報告では、既存の補助金 134 件につきまして、その１件１件の審査結果と今
後の在り方を審査してまとめた、全 134 件の報告書をいただきました。そして
平成 17 年２月には最終報告ということで、今後の補助金のあり方を含む、新
たな補助金の創設ということが提言されました。これが本日後半にご説明する
公募型補助金です。

（１）中間報告（P.121、スライド７、８）

　まず、中間報告の概要ですが、補助金改革をどういう視点に立ってやってい
こうかという議論が、月に一度のペースで行われました。これは審議会ですの
で、当然われわれ事務局の方からある程度の考え方等をご提示するわけですが、
われわれ事務局と委員の皆さんの意見が一致した部分が少なくとも２点ありま
した。補助金制度の見直しですから、行財政改革の視点に立った見直しは進め
ていただきますが、その補助金の役割を考えたときに、やはりそれぞれの地域・
歴史を知り、活動団体等の十分な活動を支援する。いわゆる公共的なことをさ
れている団体が寝屋川市でもたくさん活動をしていただいておりますので、そ
ういった方との協働という視点が補助金の見直しに当たって立つべき視点だと
いうことと、補助金改革の道筋、補助金評価の視点、今後の補助金のあり方等
を示すべきだとのご提言をいただきました。
　それを受けて、われわれはこういった視点で今後補助金を見直していきます
ということで、補助金見直しの八つの基準（原則）を公表しました。
　まず①戦略性の原則、明確な理念や見通しが示されているような補助金でな
ければならない。次に、②補助目的明確化の原則で、補助金の目的・効果が明
確に示されていなければならない。何々のためにというフレーズが要望の中で
よく出てきますが、その目的がどうもはっきりしていないのが多い。そういう
ものをはっきりさせていく。それから、③公平性の原則で、いわゆる特別な分
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野、特別なグループにのみ交付されている場合がないかどうか。同じ分野であっ
ても特別な団体にということがあってはならない。ただ、その特別な分野が特
にこういう成果があるという場合は別ですが、そういった特別な理由がないの
に特別な分野のみということではなく、やはり広く門戸を開くべきだという考
えです。次は④補助・委託明確の原則、補助金か委託したいのかということを
明確にしていこうということで、補助と委託では、いわゆる責任関係が変わっ
てまいります。その辺にも配慮する必要があろうかと思います。それから⑤事
業補助の原則、団体運営補助により存続すべき団体かどうか。それから⑥創意
工夫の原則で、補助金が執行されるに当たっては、その事業が創意工夫される
仕組みになっているかどうかという観点も必要とされます。また、⑦経理の適
切さの原則で、もちろん決算や事業報告は適切になされるべきであろう。そし
て⑧自立性の原則ということで、その団体が予算を獲得する意欲はあっても事
業をしていこうという意欲がなければこれは問題です。こういった観点で今後、
既存の 134 件の補助金についてヒアリングをしていくということです。これを
受けて既存の全補助金についてヒアリングを行い、その基本報告というものが
出されたわけです。

（２）基本報告

　　  （P.122、123・スライド９から 12，P.130 から 134・資料１から５）

　基本報告では、市民協働という観点から、まず第１部の総論の中で、新たな
補助金制度の創設を掲げました。これは補助金の有効的な活用、あるいは市民
活動のバックアップになり、ＮＰＯ等の創出につながる補助金の制度です。し
かし、既存の補助金制度では、継続して補助金を受けている団体にしか補助金
が払われないということで、積極的に活動している団体に補助金を払うことが
できないようなシステムになっていました。そういった意味で、どんな団体で
も公益的な活動をされている団体であれば補助金が受けられる。その内容さえ
公益的であれば補助金を受けられる制度を作るべきであるという提言です。
　もう１点はまちのにぎわい、活性化を図るという意味での補助金の創設です。
これがひいてはまちづくりにつながっていくということです。これにつきまし
ては補助金の中でもまちづくり、にぎわい創出への取り組みが必要だという議
論の中から生まれたものです。
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　そして、第２部の各論として、全補助金について継続していくか、見直しを
すべきか、あるいは変更、廃止を判定する審査をしました。「見直し」と言い
ましても、条件を付けるといった格好です。条件を付けて、それをクリアしな
ければ継続はしないというものです。また「変更」というのは、明らかに市の
業務であり、それに対して補助という形で支出するのは不適当。きちんと責任
を明らかにするためにも委託という制度に変えなさい、あるいは学校等が設置
した研修会、研究会に補助を出していましたが、これは教育委員会が施策とし
て行っているものなので、教職員の資質向上の研修であれば当然予算化して直
接執行すべきということです。このように、①継続、②見直し、③変更、④廃
止と４種類に区別して、１件１件の判定をいただきました。また、その見直し
に当たっては、公募型にすべき、委託すべき、直接執行すべきという望ましい
姿まで含めてご提言をいただきました。
　なお、本日の資料として、判定の一覧表を付けさせていただいています。細
かくて恐縮ですが、一覧表を見ていただきますと、一番左に番号があります。
その横が判定区分です。継続、変更、廃止、見直し等々が出ています。変更の
中で、望ましい形態欄に、例えば▽や▼となっているものは、その後創設され
る公募型補助金に応募して補助を受けるべきものという判定です。
　次のページの真ん中あたりには変更が続いています。これらにつきましては、
▽以降、特に公募型の補助金への移行を提言されたものです。個々に見ていた
だくと分かりますように、主に商業関係等の行事に関しては、毎年一律に補助
金を出しているようなものがあります。やはりこういった商業的な、夢を創出
するようなものにつきましては、より創意工夫が必要であるということで、こ
ういうものについては公募の形を取ってそのアイデアを競っていただくことに
なりました。
　次のページの下方、通番の欄の 54「保健福祉センター診療所運営協力事業
補助」には委託の印（□）が付いています。これについては市の業務であり委
託という形での変更をいただいたものです。このような評価表が付いた中間報
告をいただいたということです

（３）最終報告書（P.124、125・スライド 13 から 15）

　そして第３回目の最終報告では、２つの公募補助金のシステムについて、非
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常に詳細に意見をしていただきました。そして制度設計をしていただき、ご提
言をいただいたわけです。見直した補助金の総数は 134 件、継続が 66 件等々
というような結果でした。
　一つ申し上げると、134 件のうち残りましたのは 81 件で、これは継続です。
われわれ行政側としましては、この最終報告をいただいてからが勝負です。そ
の結果を受けてどのように対応するかが、一つの大きな山です。結論だけ申し
上げると、それぞれの担当部署で最終的な結論として、81 件がそのまま継続
して残っているということです。
　最終報告を平成 17 年２月にいただき、その後すぐに予算要求措置がありま
した。市長からも平成 17 年、18 年の２か年でこの審査結果を予算に反映する
ということで、議会の方にもお約束しました。ただ、多少報告が遅れたという
ことでいわゆる予算編成時期に間に合わず、平成 17 年度予算に反映されたも
のはそうないのですが、各主管部署それぞれの努力により、反映できるものは
反映しました。その結果、補助金の見直しによって減った額は 7,000 万円程度
です。この額が多いか少ないかは議論が分かれるところですが、補助金として
は２か年で１億 9,700 万円程度削減しましたが、先ほど申しましたように、委
託化や直接執行への変更等がありましたので純減として 7,000 万円程度の削減
ということです。当初 134 件の総額が 12 億円程度でしたので、財政的効果が
大きくあったとまでは言えませんが、ただ、今回の見直しについて、いわゆる
行革的な視点という方向から申し上げますと、新たな補助金を創設できるだけ
の事業費を確保するという成果があったと考えております。

４．新たな補助金の創設（P.125 から 129・スライド 16 から 24）
　新たな補助金のうち、公募補助金につきましては、いわゆる審査を経てその
採択の是非を決定して交付するということで、公募補助金審査委員会を設置し
て公募し、審査をしています。制度の細部については省略させていただきます
が、制度としては大きく「公益活動支援公募補助金」と、「にぎわい創出公募
補助金」があります。さらに公益活動の中でも市民活動補助、日常的継続事業
補助、初動期支援型補助、事業立上げ・拡充補助に分けて整理し、種類に応じ
て限度額等を細かく規定しました。限度額はかなり大きくして、できるだけ活
用していただきたいという考え方です。
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　それと、交付のタイプです。翌年度交付タイプと当該年度交付タイプという
制度を設けました。翌年度交付タイプは、翌年度に交付を受けたい者は前年に
公募して翌年度からの交付を決定するというものです。当然、４月早々から活
動される団体等がありますので、４月に入ってすぐ補助金が交付できるという
ことで、前年度に措置しておくというものです。ただ、団体によっては前年度
の 10 ～ 11 月ごろに事業計画なり予算なりを作るのが難しいところもあります
ので、そういった方のために、５月に入ってから新たに当該年度の募集もしま
す。つまり、一つの年度内に２度募集をするということで、それぞれの事情に
合ったところで応募していただけるようになっています。
　この公募補助金審査は、第３者機関である「公募補助金審査委員会」を設置
しています。この中で、書類審査で５人の審査委員に採点していただく１次審
査を終え、ある一定額以上の金銭を必要とする補助の申請に対してはプレゼン
テーションを受けています。これは各団体がそれぞれ委員から指摘を受けたこ
とを説明し、委員の方からは質問をするというように、２段階の審査をしてい
ます。その審査によって、各審査委員がご意見をまとめられ、最終的に採択の
是非を決定するという形になっています。審査基準に基づいて各委員に点数を
付けていただくわけですが、最終的には合議制をとっています。
　そして、採択された団体には、実績報告をお願いしています。事業終了後、
集まっていただいて、どのような活動をされたかということを実績報告として
発表していただく。これは他の団体の参考にもなるでしょうし、市民への説明
責任の意味もあります。そういった形での公開事後報告もお願いしているとい
うことです。
　公募補助金の交付につきましては平成 18 年度が初年度でしたが、各団体の
自立を促す、自主的な活動になるように努力していいただくという意味で、同
じ事業につきましては３回までとしています。その３回の間に十分な人・物・
ノウハウなどをストックしていただいて、活動を広げていただくという考えで
す。ですから、新たな事業展開も図っていただきたいということで、原則３年
としております。
　ちなみに、平成 18 年度には公益 58 件、にぎわい７件ということで計 65 件
の申請をいただき、採択いたしましたのが公益 44 件、にぎわい５件の計 49 件、
予算的には約 1,300 万円という交付実績になっています。このような形で今現
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在も公募補助金につきましては申請していただいて、大いに利用していただき
たいということで進めているところです。
　こういった形の補助金の見直しにつきましては、それぞれの市町村の事情、
風土があります。あるいは市民の意識の違いもありますので、一概にどういっ
た見直しの方法が一番良いのかは議論のあるところかとは存じますが、寝屋川
市ではこういう形で見直しをしているということです。２年かけて議論をし、
１年かけて新たな補助金を創設したというような形です。審査していただく委
員からもよく言われるのが、当然、われわれ行政としては補助金についての方
針やテーマを見極めていくことが必要だけれども、一方で、やはり使われる方
にもこれは税金を使っているということのご理解をぜひしていただきたいとい
うことです。その使った税金が、自分たちだけでなく、一人でも多くの市民の
方々の公益として波及していくことが一番望ましい姿であるので、ぜひお使い
いただく方たちにもそういった意識を常に持っていただきたいと常々考えてい
ます。われわれもそういった意識で交付するようにというご指摘もいただいて
いるところです。
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